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い
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（
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２

⽂
科
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第

１
６

８
４

号
 

令
和

３
年

２
⽉

１
２

⽇
）

 
１
 
学
校
給
食
摂
取
基
準
の
概
要
 

（
１
）
「
学
校
給
食
摂
取
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
別
表
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
基
準
に
よ
る
こ
と
。
 

（
２
）
「
学
校
給
食
摂
取
基
準
」
に
つ
い
て
は
、
厚
生
労
働
省
が
策
定
し
た
「
日
本
人
の
食
事
摂
取
基
準
（
以
下
「
食
事
摂
 

 
 
取
基
準
」
と
い
う
。
）
（
２
０
２
０
年
版
）
」
を
参
考
と
し
、
そ
の
考
え
方
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
厚
生
労
働
科
学
 

 
 
研
究
費
補
助
金
に
よ
り
行
わ
れ
た
循
環
器
疾
患
・
糖
尿
病
等
生
活
習
慣
病
対
策
総
合
研
究
事
業
「
食
事
摂
取
基
準
を
用
 

 
 
い
た
食
生
活
改
善
に
資
す
る
エ
ビ
デ
ン
ス
の
構
築
に
関
す
る
研
究
」
（
以
下
「
食
事
状
況
調
査
」
と
い
う
。
）
及
び
「
 

食
事
状
況
調
査
」
の
調
査
結
果
よ
り
算
出
し
た
、
小
学
３
年
生
、
５
年
生
及
び
中
学
２
年
生
が
昼
食
で
あ
る
学
校
給
食
 

に
お
い
て
摂
取
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
栄
養
量
（
以
下
「
昼
食
必
要
摂
取
量
」
と
い
う
。
）
等
を
勘
案
し
、
児
童
又
 

は
生
徒
（
以
下
「
児
童
生
徒
」
と
い
う
。
）
の
健
康
の
増
進
及
び
食
育
の
推
進
を
図
る
た
め
に
望
ま
し
い
栄
養
量
を
算
 

出
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
基
準
は
児
童
生
徒
の
１
人
１
回
当
た
り
の
全
国
的
な
平
均
値
を
示
し
た
も
の
 

で
あ
る
か
ら
、
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
生
徒
の
個
々
の
健
康
及
び
生
活
活
動
等
の
実
態
並
び
に
地
域
の
実
情
等
に

十
分
配
慮
し
、
弾
力
的
に
運
用
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
「
学
校
給
食
摂
取
基
準
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
本
基
準
の
一
部
改
正
に
先
立
ち
、
文
部
科
学
省
に
設
 

置
し
た
、
学
校
給
食
に
お
け
る
児
童
生
徒
の
食
事
摂
取
基
準
策
定
に
関
す
る
調
査
研
究
協
力
者
会
議
が
と
り
ま
と
め
た
 

「
学
校
給
食
摂
取
基
準
の
策
定
に
つ
い
て
（
報
告
）
」
（
令
和
２
年
１
２
月
）
を
参
照
す
る
こ
と
。
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２
 
学
校
給
食
に
お
け
る
食
品
構
成
に
つ
い
て
 

食
品
構
成
に
つ
い
て
は
、
「
学
校
給
食
摂
取
基
準
」
を
踏
ま
え
、
多
様
な
食
品
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
て
、
児
童
生
徒
 

 
各
栄
養
素
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
摂
取
し
つ
つ
、
様
々
な
食
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
ま
た
、
こ
れ
ら
を
 

 
活
用
し
た
食
に
関
す
る
指
導
や
食
事
内
容
の
充
実
を
図
る
こ
と
。
な
お
、
多
様
な
食
品
と
は
、
食
品
群
で
あ
れ
ば
、
例
え
 

 
ば
、
穀
類
、
野
菜
類
、
豆
類
、
果
実
類
、
き
の
こ
類
、
藻
類
、
魚
介
類
、
肉
類
、
卵
類
及
び
乳
類
な
ど
で
あ
り
、
ま
た
、
 

食
品
名
で
あ
れ
ば
、
例
え
ば
穀
類
に
つ
い
て
は
精
白
米
、
食
パ
ン
、
コ
ッ
ペ
パ
ン
、
う
ど
ん
、
中
華
め
ん
な
ど
で
あ
る
。
 

ま
た
、
各
地
域
の
実
情
や
家
庭
に
お
け
る
食
生
活
の
実
態
把
握
の
上
、
日
本
型
食
生
活
の
実
践
、
我
が
国
の
伝
統
的
な
 

食
文
化
の
継
承
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

さ
ら
に
、
「
食
事
状
況
調
査
」
の
結
果
に
よ
れ
ば
、
学
校
給
食
の
な
い
日
は
カ
ル
シ
ウ
ム
不
足
が
顕
著
で
あ
り
、
カ
ル
 

シ
ウ
ム
摂
取
に
効
果
的
で
あ
る
牛
乳
等
に
つ
い
て
の
使
用
に
配
慮
す
る
こ
と
。
な
お
、
家
庭
の
食
事
に
お
い
て
カ
ル
シ
ウ
 

ム
の
摂
取
が
不
足
し
て
い
る
地
域
に
あ
っ
て
は
、
積
極
的
に
牛
乳
、
調
理
用
牛
乳
、
乳
製
品
、
小
魚
等
に
つ
い
て
の
使
用
 

に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

 

３
 
学
校
給
食
の
食
事
内
容
の
充
実
等
に
つ
い
て
 

（
１
）
学
校
給
食
の
食
事
内
容
に
つ
い
て
は
、
学
校
に
お
け
る
食
育
の
推
進
を
図
る
観
点
か
ら
、
学
級
担
任
や
教
科
担
任
と
 

栄
養
教
諭
等
と
が
連
携
し
つ
つ
、
給
食
時
間
は
も
と
よ
り
、
各
教
科
等
に
お
い
て
、
学
校
給
食
を
活
用
し
た
食
に
関
す
 

る
指
導
を
効
果
的
に
行
え
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
食
に
関
す
る
指
導
の
全
体
計
画
と
各
教
科
等
の
年
間
指
導
計
画
等
と
を
関
連
付
け
な
が
ら
、
指
導
が
行
わ
れ
 

る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。
 

①
 
献
立
に
使
用
す
る
食
品
や
献
立
の
ね
ら
い
を
明
確
に
し
た
献
立
計
画
を
示
す
こ
と
。
 

②
 
各
教
科
等
の
食
に
関
す
る
指
導
と
意
図
的
に
関
連
さ
せ
た
献
立
作
成
と
す
る
こ
と
。
 

③
 
学
校
給
食
に
地
場
産
物
を
使
用
し
、
食
に
関
す
る
指
導
の
「
生
き
た
教
材
」
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
、
児
童
生
 

 
徒
に
地
域
の
自
然
、
文
化
、
産
業
等
に
関
す
る
理
解
や
生
産
者
の
努
力
、
食
に
関
す
る
感
謝
の
念
を
育
む
上
で
重
要
 

で
あ
る
と
と
も
に
、
地
産
地
消
の
有
効
な
手
段
で
あ
り
、
食
料
の
輸
送
に
伴
う
環
境
負
荷
の
低
減
等
に
も
資
す
る
も
 

の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
積
極
的
な
使
用
に
努
め
、
農
林
漁
業
体
験
等
も
含
め
、
地
場
産
物
に
係
る
食
に
関
す
る
 

指
導
に
資
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
 

④
 
我
が
国
の
伝
統
的
食
文
化
に
つ
い
て
興
味
・
関
心
を
持
っ
て
学
び
、
郷
土
に
関
心
を
寄
せ
る
心
を
育
む
と
と
も
 

に
、
地
域
の
食
文
化
の
継
承
に
つ
な
が
る
よ
う
、
郷
土
に
伝
わ
る
料
理
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
児
童
生
徒
が
そ
の
 

歴
史
、
ゆ
か
り
、
食
材
な
ど
を
学
ぶ
取
組
に
資
す
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
地
域
の
食
文
化
等
を
学
ぶ
中
で
 

世
界
の
多
様
な
食
文
化
等
の
理
解
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
 

⑤
 
児
童
生
徒
が
学
校
給
食
を
通
し
て
、
日
常
又
は
将
来
の
食
事
作
り
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
献
立
名
や
 

食
品
名
が
明
確
な
献
立
作
成
に
努
め
る
こ
と
。
 

⑥
 
食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
等
の
あ
る
児
童
生
徒
に
対
し
て
は
、
校
内
に
お
い
て
校
長
、
学
級
担
任
、
栄
養
教
諭
、
学
校
栄
 

 
養
職
員
、
養
護
教
諭
、
学
校
医
等
に
よ
る
指
導
体
制
を
整
備
し
、
保
護
者
や
主
治
医
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
可
能
 

な
限
り
、
個
々
の
児
童
生
徒
の
状
況
に
応
じ
た
対
応
に
努
め
る
こ
と
。
な
お
、
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
 

人
日
本
学
校
保
健
会
で
取
り
ま
と
め
ら
れ
た
「
学
校
生
活
管
理
指
導
表
（
ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
用
）
」
及
び
「
学
校
の
 

ア
レ
ル
ギ
ー
疾
患
に
対
す
る
取
り
組
み
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
並
び
に
文
部
科
学
省
が
作
成
し
た
「
学
校
給
食
に
お
け
る
 

食
物
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
指
針
」
を
参
考
と
す
る
こ
と
。
 

（
２
）
献
立
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
常
に
食
品
の
組
合
せ
、
調
理
方
法
等
の
改
善
を
図
る
と
と
も
に
、
児
童
生
徒
の
し
好
の
 

 
 
偏
り
を
な
く
す
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。
 

①
 
魅
力
あ
る
お
い
し
い
給
食
と
な
る
よ
う
、
調
理
技
術
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
。
 

②
 
食
事
は
調
理
後
で
き
る
だ
け
短
時
間
に
適
温
で
提
供
す
る
こ
と
。
調
理
に
当
た
っ
て
は
、
衛
生
・
安
全
に
十
分
配
 

 
慮
す
る
こ
と
。
 

③
 
家
庭
に
お
け
る
日
常
の
食
生
活
の
指
標
に
な
る
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

（
３
）
学
校
給
食
に
使
用
す
る
食
品
に
つ
い
て
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
２
３
３
号
）
第
１
１
条
第
１
項
に
 

基
づ
く
食
品
中
の
放
射
性
物
質
の
規
格
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。
 

（
４
）
食
器
具
に
つ
い
て
は
、
安
全
性
が
確
保
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。
ま
た
、
児
童
生
徒
の
望
ま
し
い
食
習
慣
の
形
成
 

に
資
す
る
た
め
、
料
理
形
態
に
即
し
た
食
器
具
の
使
用
に
配
慮
す
る
と
と
も
に
、
食
文
化
の
継
承
や
地
元
で
生
産
さ
れ
 

る
食
器
具
の
使
用
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

（
５
）
喫
食
の
場
所
に
つ
い
て
は
、
食
事
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ
う
改
善
工
夫
を
行
う
こ
と
。
 

（
６
）
給
食
の
時
間
に
つ
い
て
は
、
給
食
の
準
備
か
ら
片
付
け
を
通
し
て
、
計
画
的
・
継
続
的
に
指
導
す
る
こ
と
が
重
要
で
 

あ
り
、
そ
の
た
め
の
必
要
と
な
る
適
切
な
給
食
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
。
 

（
７
）
望
ま
し
い
生
活
習
慣
を
形
成
す
る
た
め
、
適
度
な
運
動
、
調
和
の
と
れ
た
食
事
、
十
分
な
休
養
・
睡
眠
と
い
う
生
活
 

習
慣
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
指
導
に
配
慮
す
る
こ
と
。
 

ま
た
、
ナ
ト
リ
ウ
ム
（
食
塩
相
当
量
）
の
摂
取
過
剰
や
鉄
の
摂
取
不
足
な
ど
、
学
校
給
食
に
お
け
る
対
応
の
み
で
は
 

限
界
が
あ
る
栄
養
素
も
あ
る
た
め
、
望
ま
し
い
栄
養
バ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
、
児
童
生
徒
へ
の
食
に
関
す
る
指
導
の
み
な
 

ら
ず
、
家
庭
へ
の
情
報
発
信
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
児
童
生
徒
の
食
生
活
全
体
の
改
善
を
促
す
こ
と
が
望
ま
れ
る
 

こ
と
。
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４
 
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
食
事
内
容
の
改
善
に
つ
い
て
 

（
１
）
特
別
支
援
学
校
の
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
障
害
の
種
類
と
程
度
が
多
様
で
あ
り
、
身
体
活
動
レ
ベ
ル
も
様
々
で
あ
る
 

こ
と
か
ら
、
「
学
校
給
食
摂
取
基
準
」
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
児
童
生
徒
の
個
々
の
健
康
や
生
活
活
動
等
の
実
態
並
 

び
に
地
域
の
実
情
等
に
十
分
配
慮
し
、
弾
力
的
に
運
用
す
る
と
と
も
に
次
の
点
に
留
意
す
る
こ
と
。
 

①
 
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
が
無
理
な
く
食
べ
ら
れ
る
よ
う
な
献
立
及
び
調
理
に
つ
い
て
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
 

②
 
食
に
関
す
る
指
導
の
教
材
と
し
て
、
学
校
給
食
が
障
害
に
応
じ
た
効
果
的
な
教
材
と
な
る
よ
う
創
意
工
夫
に
努
め
 

 
る
こ
と
。
 

（
２
）
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
食
事
の
管
理
に
つ
い
て
は
、
家
庭
や
寄
宿
舎
に
お
け
る
食
生
活
や
病
 

院
に
お
け
る
食
事
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
学
級
担
任
、
栄
養
教
諭
、
学
校
栄
養
職
員
、
養
護
教
諭
、
学
 

校
医
、
主
治
医
及
び
保
護
者
等
の
関
係
者
が
連
携
し
、
共
通
理
解
を
図
り
な
が
ら
、
児
童
生
徒
の
生
活
習
慣
全
体
を
視
 

野
に
入
れ
た
食
事
管
理
に
努
め
る
こ
と
。
_ 

  ○
文
部
科
学
省
告
示
第
十
号
 

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
学
校
給
食
実
施
基
準
（
平
成

二
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
 

令
和
三
年
二
月
十
二
日
 

文
部
科
学
大
臣
 萩

生
田
光
一
 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

 

 
附
則
 

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

―　　―313

参
　
考
　
資
　
料

法
令
等
一
部
抜
粋


	空白ページ



